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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有ヴァレンティン式タイフーン１７Ｅ型ＪＡ２３９８（動力滑空機）は、平 

成元年３月１２日、山梨県北巨摩郡双葉町日本航空学園双葉場外離着陸場から新潟空 

港へ向けレジャー飛行中、天候が悪化している山岳地帯に進入し、飛行継続が困難と 

なり、１２時４０分ごろ、新潟県北魚沼郡守門村守門岳の稜線付近の雪原に不時着し 

た際、中破した。

同機には、機長ほか１名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年３月１３日、運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成元年３月１３日～１４日 現場調査



平成元年３月１５日 機器類機能試験

1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２３９８は、平成元年３月１２日、山梨県北巨摩郡双葉町の日本航空学園双葉 

場外離着陸場（以下「双葉滑空場」という。）から新潟空港へレジャー飛行を行う予定で 

あった。

当日の０９時３０分ごろ、機長は松本、新潟、大島の各空港の航空定時観測気象報

（以下「ＭＥＴＡＲ」という。）及び長野付近の現在天気等を調査し、双葉滑空場から 

有視界飛行方式により松本、長野、長岡を経由して所要時間２時間で新潟空港へ向か 

う飛行計画を作成し、東京空港事務所に通報した。

機長が飛行前点検を行って異常がないことを確認後、機長が左席に、同乗者が右席 

に乗り組み、同機は１０時３５分ごろ双葉滑空場を出発した。

その後の飛行経過については、機長によれば次のとおりであった。

双葉滑空場を出発後、松本空港の北北東約７海里で変針し、磁針路３０度、高 

度６，５００フィート、速度９０ノットで新潟空港に向かった。

新潟への飛行は今回が３回目で、機上のＶＯＲ受信装置及びＤＭＥ装置を補助 

的に利用しながら、地上目標を見て飛行した。携帯した航空図はビニール・コー 

ティングのしてあるもので、飛行経路は記入しなかった。

１１時４５分ごろ、津南上空において新潟空港の１１時００分の天候が良好で 

あることを東京航空路情報提供センタ（以下「東京インフォメーション」という。） 

に確認した。

飛行経路上の天候は、松本から長野辺りまでは、低高度では若干気流が乱れて 

いたが快晴で、長野を通過してから津南までは、多少もやがかかっていたものの 

飛行視程は１０キロメートル以上であった。

津南を通過後、降下を開始し、十日町付近上空を通過したとき、十日町前方の 

北西から北にかけて雲底高度５，０００フィートぐらいの広い雲域を認めたので、



北東側に向かって更に降下を継続した。

十日町の北東４海里付近を高度約３，０００フィートで通過したころ、急に雨 

が降り出し視程が約５キロメートルに落ちたが、「新潟方面の天候が良いので、 

この空域を抜ければ飛行経路上の天候については問題ないだろう。」と考えて、飛 

行を継続した。

間もなく、雨がみぞれに変わり、これが風防に付着して、前方が見えにくくな 

ったが、右前方に鉄道線路、川、道路が平行になって北へ向かっているのを認め、 

これらに沿って進めば新潟方面に進出できると判断した。

この線路沿いに飛行したが、十日町付近上空を通過して１０分ほど経過したこ 

ろから、みぞれが雪に変わり天候が更に悪化してきたため、新潟進入管制所（以 

下「新潟アプローチ」という。）にレーダ・モニタを要求したところ、同アプローチ 

は直ちに同機を識別し、レーダ・サービスの開始を通報してきた。

このとき、同機の高度は約２，５００フィートだった。

引き続き線路に沿って飛行したが、新潟ＶＯＲＴＡＣの南約３５海里に至る間 

に、視程が約１．５キロメートルまで落ちて視界が狭まり、気が付いたら山岳地 

帯を飛行していた。加えて、進行方向の雪雲の高度も低くなってきたため、この 

時点で引き返すことを考えたが、そのときには後方の降雪も強くなっており、視 

程が悪く引き返すことができない状態であると判断した。

したがって、その位置で高度２，５００フィートを維持して旋回しながら、新潟 

アプローチにレーダ誘導を要求したが、同アプローチからは、同機の高度が最低 

誘導高度（７，０００フィート）より低く、レーダ誘導ができないため、機長判断 

で飛行するように指示され、引き続きその位置で旋回を継続した。

その間に同機の位置が移動して山陰に入ったのか、新潟アプローチとの無線交 

信ができなくなった。

１０分近く旋回している間に、不時着することを考慮したが、河川は岩が多く、 

道路には電柱があるために不時着することは適当でないと判断し、飛行を継続し 

た。

その後、天候の様子を見ながら、１０回ぐらい旋回していたが、状況が更に悪 

化するように思えたので、レーダ誘導が可能な高度７，０００フィートまで上昇 

する決心をし、エンジン回転速度を約２，８００ｒｐｍまで上げ、上昇速度が７０ 

ノットを下回らないように注意しながら小さなバンク角で上昇旋回を開始した。

高度４，０００フィートまで上昇するまでに、視程がますます悪化した。



丁度このころ、新潟アプローチとの無線交信が可能になったので、ＶＯＲ受信 

装置及びＤＭＥ装置で測定した現在位置、高度及び有視界気象状態を維持できな 

くなったことを通報した。

このとき、ピトー管が凍結したのか、速度計が１０５ノットを指示したまま動 

かなくなり、以後は水平儀だけを見て上昇旋回を行ったが、高度４，３００フィー 

トまで上昇したとき、やや上方の間近に山の稜線が見え隠れしたので、「この視 

程不良の状況下で旋回を継続すれば、山に衝突するおそれがある。」と判断してそ 

の稜線付近に不時着する決心をした。

上昇して雲間から稜線に向かい、着陸装置を降ろさないで、そのときの対地速 

度を維持したまま北向きに不時着した。

同機は、接地時に右主翼が雪原に接触して脱落し、プロペラで雪面をたたきな 

がら直進滑走したが、間もなく機首と左主翼が小さな立木に衝突して停止した。

機長は、同機が不時着した旨を、新潟アプローチに通報しようとしたが、無線 

機が故障して、交信できなかった。

機長及び同乗者は、マスタ・スイッチ等をオフにして機外に脱出した。

不時着場所付近の天候は小雪で、風はそれほど強くなかった。

事故発生時刻は１２時４０分ころで、不時着場所は守門岳頂上（標高５，０４６フィ 

ート）の南西約４８０メートル（直線距離）の稜線付近の雪原（標高約４，１４４フィー 

ト）であった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

右主翼 脱落・破損

左主翼 破損

プロペラ 破損

機首部分 破損



上下エンジン・カウリング 破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ５１歳

自家用操縦士技能証明書 第１０４９７号 昭和５７年７月１６日

限定事項 飛行機 陸上単発機

自家用操縦士技能証明書 第１２４１３号 昭和６０年１１月２８日

限定事項 滑空機 動力滑空機

第二種航空身体検査証明書 第２３７２１０９５号

有効期限 平成元年１０月６日

総飛行時間 ６２５時間４３分

飛行機 ２１８時間５３分

滑空機 ４０６時間５０分

同型式機による飛行時間 １３８時間１５分

最近３０日間の飛行時間 ２時間０５分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ヴァレンティン式タイフーン１７Ｅ型

製造番号 １０９６

製造年月日 昭和６２年３月９日

耐空証明書 第東６３－３４９号

有効期限 平成元年８月２３日

総飛行時間 １６５時間５０分

定時点検後の飛行時間

５０時間点検（昭和６３年１２月１０日実施）後 ５時間２０分

2.6.2　エンジン

型式 リンバッハ式Ｌ２４００ＥＢ１．Ｂ型



製造番号 １０５６

製造年月日 昭和６１年１２月９日

総使用時間 １６５時間５０分

定時点検後の使用時間

５０時間点検（昭和６３年１２月１０日実施）後 ５時間２０分

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は８００キログラム、重心位置は４７３センチメートルと 

推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量は８２０キログラム、重心範囲は４０ 

０～５４０センチメートル）内にあったものと認められる。

2.6.4　燃料及び潤滑油

燃料は航空ガソリン１００／１３０、潤滑油はエッソＳＡＥ２０Ｗ－４０、い 

ずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　気象庁が作成した当日のレーダ・エコー合成図によれば、新潟県西部の海上 

にあったやや強いエコーが、９時から１３時にかけて、新潟県中央部を東進してお 

り、同県の山岳部は雪が降りやすい状況であった。

2.7.2　当日、新潟航空測候所が観測した新潟空港における当該事故関連時間帯のＭ- 

ＥＴＡＲ及び０９時００分発出の飛行場予報は、次のとおりであった。

（１）ＭＥＴＡＲ

観測時刻 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

風向（度）風速（ノット） 250/07 270/10 260/12 220/09 200/12

視程（キロメートル） 10 10 10 10 10

現在天気 － － － － －

雲量 2/8 2/8 1/8 1/8 1/8

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） 3,000 3,000 2,500 2,500 3,000

雲量 6/8 7/8 4/8 5/8 3/8

雲形 巻雲 巻雲 積雲 積雲 高積雲



雲高（フィート） 不明 不明 3,500 3,500 9,000

雲量 － － 6/8 6/8 6/8

雲形 － － 高積雲 巻雲 巻雲

雲高（フィート） － － 9,000 不明 不明

気温（度C） 10 11 9 8 9

露点温度（度C） 6 5 3 5 4

QNH（インチ/水銀柱） 

記事

30.09

風向変動

210~270度

30.08 

風向変動 

230~300度

30.09 

風向変動 

230~290度

30.08 30.06

（２）飛行場予報 （０９時００分　発出）

予報期間 

（時）

変化群 変化群に対する予報期間 

（時）

風 視程 

（キロメートル）

天気

風向（度） 風速（ノット）

9~15 一時的な変化 11~15 320 20/最大30 4 しゅう雨

雲

雲量 雲形 雲高 

（フィート）

雲量 雲形 雲高 

（フィート）

雲量 雲形 雲高 

（フィート）

5/8 積雲 900 2/8 積乱雲 1,000 7/8 積雲 2,500

2.7.3　当日、松本測候所松本空港出張所が観測した松本空港における当該事故関連 

時間帯のＭＥＴＡＲは、次のとおりであった。

観測時刻 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

風向（度）風速（ノット） 020/03 150/09 140/08 250/08 変動/05

視程（キロメートル） 8 8 8 8 8

現在天気 煙霧 煙霧 煙霧 煙霧 煙霧

雲量 1/8 1/8 1/8 2/8 2/8

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

気温（度C） 6 9 11 12 12

露点温度（度C） -5 -6 -6 -6 -8

QNH（インチ/水銀柱） 30.08 30.06 30.04 30.01 30.00

記事 風向変動 風向変動 風向変動



110~190度 080~190度 210~280度

2.7.4　機長によれば、双葉滑空場出発時から事故発生までの間の飛行経路上の天候 

は、次のとおりであった。

（１）双葉滑空場～十日町（守門岳の南西約24海里）

・天気：快晴

・視程：もやがあったが10キロメートル以上（飛行高度6,500~5,000フィート）

（２）十日町～小出（守門岳の南西約13海里）

・天気：雨及びみぞれ

・視程：約5キロメートル（飛行高度約3,000フィート）

・雲底高度：約5,000フィート

（３）小出～新潟VORTACの南約35海里（守門岳南西約2.5海里の旋回位置）

・天気：雪（小出から大谷内あたりまでは大雪であった。）

・視程：約1.5キロメートル（飛行高度約2,500フィート）

（４）不時着位置（守門岳山頂の南西約480メートルの稜線付近:標高約4,144フィート）

・天気：雪（旋回していた辺りは小雪であった。）

2.7.5　当日の同機の飛行経路下に位置する新潟地方気象台の十日町、小出及び入広 

瀬の各地域気象観測所における当該事故関連時間帯の観測値は、次のとおりであっ 

た。

観測所 観測時刻 降水量 

（ミリメートル/時）

風

風向 風速（メートル/秒）

気温

（度C）

事故現場からの

方位・距離（標高）

十日町

10:00 － 南 3 7.6

南西約２４海里

（558フィート）

11:00 － 南東 2 9.9

12:00 － 静 穏 9.9

13:00 － 北北東 2 7.3

小出

10:00 － 東南東 1 8.6

南西約１３海里

（322フィート）

11:00 － 北 1 9.2

12:00 1 北北東 2 8.3

13:00 1 北北東 2 6.9

10:00 － 北西 1 8.3



入広瀬 11:00 － 西北西 2 6.4 南西約４海里 

（755フィート）12:00 － 静 穏 5.3

13:00 4 東 1 3.6

２．８　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

東京空港事務所救難調整本部は、同機が新潟空港の到着予定時刻を過ぎても到着し 

ないため、直ちに関係機関から情報収集を行ったが、何ら情報が得られなかったので 

同日１３時１３分に捜索救難活動を開始した。

捜索活動は、防衛庁の飛行機と回転翼航空機各１機及び警察庁の回転翼航空機１機 

が空中捜索を、また、新潟県北魚沼郡小出町を中心とする４市１町の各管轄警察署が 

地上捜索を行い、防衛庁の回転翼航空機（Ｖ－１０７型機）が下山中の機長及び同乗 

者を発見して１６時３５分ごろ救助した。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　ＪＡ２３９８は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されて 

いた。

3.1.3　調査の結果、速度計の指示不良を除き、同機に不具合はなかったものと推定 

される。

速度計の指示不良は、ピトー管の凍結によることが考えられるが、これを確認す 

ることはできなかった。

3.1.4　機長が、平行して北に向かっているのを認めた鉄道線路、川、道路は、それ 

ぞれ上越線、魚野川、国道１７号線であった可能性が考えられる。

機長は、これらに沿って飛行すれば新潟方面に進出できると判断して飛行してい 

たが、視程が悪化しつつある状況下で、上越線、魚野川及び国道１７号線が左に変



向していることに気付かず、小出付近からは飛行針路を誤って、只見線、破間川、 

国道２５２号線に沿って飛行し、天候の悪化している山岳地帯に進入したことが考 

えられる。

3.1.5　機長は、新潟アプローチのレーダ誘導を受けようとして、最低誘導高度の７， 

０００フィートまで上昇するため、悪視程下で上昇旋回を開始したが、高度４，００ 

０フィートまで上昇するまでに視程がますます悪化し、速度計が不作動状態となっ 

たことも考慮し、見え隠れしていた雪山との衝突を避けようとして、これの稜線に不 

時着し、その際、機体を損傷したものと推定される。

４　原因

本事故は、視程が悪化しつつある状況下で、機長が飛行針路を誤り、天候が悪化し 

ている山岳地帯に進入したことによるものと推定される。



付図
推定飛行経路図



写真

不時着状況写真



別添１

東京航空路情報提供センタとの交信記録



別添２

新潟進入管制所との交信記録








